
掛川市教育委員会訓令甲第１号

掛川市教育委員会事務決裁規程（平成17年掛川市教育委員会訓令甲第１号）の一部を次のように

改正する。

平成29年３月23日

掛川市教育委員会教育長 山 田 文 子

別表第１の１の表16の項中「企画政策課長」を「シティプロモーション課長」に改める。

別表第２の４の表４の項を削る。

附 則

この訓令甲は、平成29年４月１日から施行する。


